
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
毛髪の硬化、強化、構造回 たは安定化のため、あるいは既存の毛髪の体積の改善のた
めの組成物であって、クレアチン、クレアチニンおよび／あるいはこれらの塩

および／あるいは下記式：
【化１】
　
　
　
　
　
　
　
　
[式中、 R1および R2は、互いに無関係に、 H、－ CH3、－ CH2 CH3あるいは直鎖あるいは分枝
鎖 C3ないし C2 2のアルキル基を意味し、ｎ =１あるいは２である ]で示される化合物から選
ばれる、これらの誘導体を含有することを特徴とする組成物。
【請求項２】
クレアチン、クレアチニンおよび／あるいはこれらの塩 を含有する、
請求項１記載の組成物。
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【請求項３】
クレアチン誘導体あるいはクレアチニン誘導体および／あるいはこれらの塩が クロク
レアチン、ホスホシクロクレアチン、グアニジン－アセテート、３－グアニジンプロピオ
ン酸、グアニジン－アスコルベートおよびクレアチン－ピルベートから選択される、請求
項１記載の組成物。
【請求項４】
疲労および／あるいは損傷した毛髪に使用するものである、請求項１ないし３いずれか１
項記載の組成物。
【請求項５】
毛髪が、化学的および／あるいは物理的有毒物に曝される前に、曝される間に、あるいは
曝された後に、毛髪と接触させるものである、請求項１ないし４いずれか１項記載の組成
物。
【請求項６】
毛髪の化学的および／あるいは物理的処理の前の前処理剤である、請求項５記載の組成物
。
【請求項７】
毛髪 造回 対して、あるいは毛髪の内部構造の損傷回避あるいは予防に対して用い
るものである、請求項１ないし６いずれか１項記載の組成物。
【請求項８】
化学的処理に染色、調色、脱色あるいはパーマネント加工が含まれる、請求項６または７
記載の組成物。
【請求項９】
反応しやすい、脆弱な、および／あるいは細い毛髪の理容処理に対して使用するものであ
る、請求項１ないし８いずれか１項記載の組成物。
【請求項１０】
既存の毛髪の体積増大あるいは実質量増大に対して使用するものである、請求項１ないし
９いずれか１項記載の組成物。
【請求項１１】
クレアチン、クレアチニンおよび／あるいはこれらの塩 および／ある
いはこれらの誘導体が、組成物中、全重量に関して、０．００１ないし３０．０重量パー
セント含有されている、請求項１ないし１０いずれか１項記載の組成物。
【請求項１２】
クレアチン、クレアチニンおよび／あるいはこれらの塩 および／ある
いはこれらの誘導体が、組成物中、全重量に関して、０．０５ないし１．０重量パーセン
ト含有されている、請求項１ないし１１いずれか１項記載の組成物。
【請求項１３】
溶液、乳化液、泡、クリームあるいはゲルの形態である、請求項１ないし１２いずれか１
項記載の組成物。
【請求項１４】
２０℃ないし６０℃の温度において１ないし６０分間毛髪と接触させて使用されるもので
ある、請求項１ないし１３いずれか１項記載の組成物。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
本発明は、ケラチン繊維、特に損傷した人毛などのケラチン繊維の硬化、光沢改善、強化
および構造改善（構造回復）に対して、あるいは

体積の増大化に対して クレアチン、クレアチニンお
よび／あるいはこれらの誘導体を含有する
【０００２】
環境の作用（たとえば高エネルギー放射線）によって、生理状態（たとえば該当者の健康
状態あるいは老化）によって、あるいは機械的および化学的作用によって、ケラチン繊維
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が損傷されることは周知のことである。これに伴なって、当該素材の機械的特性が損なわ
れる。ケラチン繊維において、このような内部構造の損傷は、たとえば硬さ、光沢、強さ
、破壊強度、引張り強度あるいは結束引張り強度の喪失という形で現れる。
【０００３】
ケラチン繊維において、特に人毛において、これらの影響は、まず艶が無くなり、引張り
力が低下し、櫛で梳かし難くなることによって、はっきりと認めることができる。これら
の問題は、なによりもまず生理的に制約される老化過程において生じ来るが、さらに物理
的作用（脆化）、機械的作用（梳毛、ブラッシング）および化学的作用によって誘発され
る。長髪の場合、これらの作用は、特に毛先部分において顕著である。化学的作用には、
特に毛髪の脱色、酸化染色およびパーマネント加工が含まれる。これらの処理には攻撃的
な酸化剤ないしは還元剤が使用される上に、これらの処理は優先的に強アルカリ性雰囲気
中において実施される。そしてこれら全てが毛髪に影響を及ぼす。これらの他に、ケラチ
ン繊維に対して悪影響を及ぼす物質、たとえば塩素あるいは塩を含んでいる水による作用
も化学的作用に含まれる。
【０００４】
一般に市販されている洗浄剤および治療剤は活性物質として主にカチオン性界面活性剤な
いしは重合物、ワックスおよび／あるいはオイルを含有している。毛髪においては、損傷
が大きくなるにつれて、多数のアニオン基が毛髪の表面に生じる。カチオン性化合物はこ
の反対に帯電した表面に静電気的に引き寄られ、オイルおよびワックスはケラチンの疎水
性基と相互作用する。従ってこれらの保護製品を用いても毛髪内部における構造を改善す
ることはできない。
【０００５】
そこで、毛髪処理剤に対して特定の不飽和化合物、特にアスコルビン酸を使用することは
、自社ＷＯ００／５７８３９において公知である。しかしアスコルビン酸は水性溶液中に
おいて不安定で、長時間保存することができない。従ってこの毛髪処理剤は使用直前に製
造しなければならない。
【０００６】
化粧品調合物において保湿剤としてクレアチンおよびクレアチン誘導体を使用することは
、ＤＥ－Ａ１９８４１３８５において公知である。この調合物は皮膚の弾力性の改善、皺
の平滑化、あかぎれおよびふけの治癒に寄与するというものである。
【０００７】
本発明は、毛髪の状態を改善するための薬剤において、上に挙げたような欠点を持たない
薬剤、特に毛髪処理用化粧品を提供するという課題に基づいている。
【０００８】
この課題は、本発明に基づいて、ケラチン繊維の硬化、強化および構造回復、再生あるい
は安定化に対して、あるいはケラチン繊維の光沢、体積あるいは梳かしやすさの向上に対
して、クレアチン、クレアチニンおよび／あるいはこれらの誘導体および／あるいはこれ
らの塩を含有する薬剤を使用することによって解決される。
【０００９】
すなわち驚くべきことに、クレアチン、クレアチニンおよび／あるいはこれらの誘導体お
よび／あるいはこれらの塩を使用することによって、ケラチン繊維（毛髪）の構造が改変
され、それによってケラチン繊維、特に疲労して、損傷したケラチン繊維が硬化および強
化され、破壊強度、引き裂き強度あるいは結束引張り強度が高められることが見出された
。
【００１０】
次ぎに述べる毛髪の表面（キューティクル）への作用によって生じる保護作用と共に、再
生作用が著しいことが確認された。後者は毛髪内部（皮質）における変化に起因する。（
脱色処理によって）酸化、損傷された毛髪を引き裂き、その時の引張り力を測定した。驚
くべきことに、当該毛髪は、酸化、損傷後、クレアチン、クレアチニンおよび／あるいは
これらの誘導体および／あるいはこれらの塩を含有する薬剤で処理することによって、引
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き裂きに要する力が明らかに増大することが見出された。
【００１１】
クレアチンおよびその誘導体の構造に基づいて毛髪の内部への浸透も、さらにはタンパク
質の構造に対する作用も全く予見することができなかったので、これは予想外の結果であ
る。さらに、損傷していない毛髪の場合、毛髪の引き裂き力は、乾燥状態の毛髪（１００
０－１５００）ｍＮに比べて、湿潤状態の毛髪（６００－９００）ｍＮの方が明らかに小
さいというのが周知のことである。すなわちクレアチンないしはクレアチニンのような保
湿剤は引き裂き力を低下させると予見されるところであるが、それに反して本発明によれ
ば高めることができる。
【００１２】
これに付随して、すでに損傷したケラチン繊維の構造を回復（再生）させることができる
だけでなく、これらの素材を保護することもできる。すなわち相応の有害物に曝される前
に、あるいは曝されている間にこれらの素材を処理することによって、損傷を阻止ないし
は小さくすることができる。
【００１３】
上記の有害物に起因する望ましくない変化の他に、生理現象に基づくケラチン繊維の状態
あるいは構造変化に対しても、たとえば老化によって脆くなった毛髪、あるいは生来のあ
るいは経年による細い毛髪（赤ちゃんの毛髪、老齢者の毛髪）に対しても、本発明を効果
的に適用することができる。
【００１４】
これに付随して、本発明を適用することによってケラチン繊維、特に毛髪において体積を
増大させ得ることが確認されている。これは髪型を整える場合に（毛髪の実質量を高める
場合に）有効に作用する。体積増大効果は本発明に基づいて使用される薬剤の毛髪硬化作
用、毛髪強化作用、ないしは毛髪構造回復作用と関連があると推察される。保湿作用を有
する物質は通常毛髪の体積を低下させる働きをするので、これは予想外の作用である。
【００１５】
そこで本発明は

特に有用な物質、クレアチン（Ｎ－アミジノザルコシン）（一般式Ｉ）並びにその環状化
物であるクレアチニン（２－イミノ－１－メチル－イミダゾリジン－４－オン）（一般式
II）は、人間および動物の生理組織の構成要素である。
【００１６】
【化２】
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【００１７】
これらの他に有用な物質として、クレアチン－ホスヘート、シクロ 、ホスホシ
クロクレアチン、 －アセテート、３－ －プロピオン酸、
－アスコルベートおよびクレアチン－ピルベートが挙げられる。
【００１８】
本発明においては、下記の一般式（ＩＩＩ）、（ＩＶ）あるいは（Ｖ）で表されるクレア
チン、クレアチニンおよび／あるいはこれらの誘導体が優先的に使用される。
【００１９】
【化３】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００２０】
ここでＲ１  およびＲ２  は、互いに無関係に、Ｈ、－ＣＨ３  、－ＣＨ２  ＣＨ３  あるい
は直鎖あるいは分枝鎖Ｃ３  ないしＣ２ ２ のアルキル基を意味し、ｎ＝１あるいは２であ
る。好ましくはＲ１  およびＲ２  は、互いに無関係に、Ｈ、－ＣＨ３  、－ＣＨ２  ＣＨ３

 あるいは直鎖あるいは分枝鎖Ｃ３  ないしＣ８  のアルキル基を意味する。特に好ましく
はＨ、－ＣＨ３  、－ＣＨ２  ＣＨ３  あるいは－ＣＨ２  ＣＨ２  ＣＨ３  である。
【００２１】
上に挙げた目的に対して、クレアチン、クレアチニンおよび／あるいはこれらの誘導体お
よび／あるいはこれらの塩から成る任意の混合物も使用することができる。
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【００２２】
本発明の詳しい実施形態は請求項に記載されている通りである。
本発明は、ケラチン繊維をクレアチン、クレアチニンおよび／あるいはこれらの誘導体お
よび／あるいはこれらの塩を含有する薬剤と接触させ、その後、好ましくは薬剤をそこに
残留させるか、あるいは適当な作用時間を置いた後水性媒体で洗い流すという方法によっ
て実施される。
【００２３】
クレアチン、クレアチニンおよび／あるいはこれらの誘導体および／あるいはこれらの塩
は薬剤中に、それぞれ薬剤の全量に関して、０．００１ないし３０．０重量％、特に０．
０１ないし１０．０重量％、その中でも特に０．０５ないし１．０重量％含有されている
ことが好ましい。
【００２４】
本発明において使用する薬剤は、化粧品工業あるいは薬品工業において公知の、適当な形
態で提供され得る。特に、薬剤は水性あるいは水－アルコール性溶液、ゲル、クリーム、
乳化液、あるいは泡の形態で提供することができる。その場合に薬剤は一成分調剤の形態
でも、また複数成分調剤の形態でも生産可能である。一成分調剤の場合、薬剤は、適当は
助剤および担体成分（たとえば増粘剤、酸、香料、溶剤、塩、湿潤剤および／あるいはＵ
Ｖ－吸収剤）と一緒に、クレアチン、クレアチニン、および／あるいはこれらの誘導体お
よび／あるいは塩の少なくとも１個を含有する。
【００２５】
複数成分調剤の場合、薬剤は二つ以上の成分からなり、これらは使用に供されるまで空間
的に相互に分離した状態で維持される。この場合本発明の基本であるクレアチン、クレア
チニン、および／あるいはこれらの誘導体および／あるいは塩の少なくとも１個（作用物
質）だけを第一構成成分に含有させることも、あるいは作用物質と助剤（たとえば増粘剤
）を混合して、好ましくは乾燥固体の形態で（たとえば圧搾あるいは非圧搾粉末、顆粒あ
るいは錠剤の形態で）、第一構成成分に含有させることもできる。第二構成成分あるいは
さらに別の構成成分は助剤および担体だけを含有する。
【００２６】
しかし、複数成分調剤においては、本発明に基づく複数の作用物質を、そのものだけであ
るいは種々の助剤と一緒に、複数の構成成分に個別にあるいは混合して含有させ、さらに
別の構成成分に助剤および担体だけを含有させることも可能である。
【００２７】
本発明には、一成分調剤の形態で提供される調合物を使用すること、並びに複数成分調剤
の形態で提供される調合物を使用することが、共に、含まれる。薬剤が複数成分調剤の形
態で提供される場合、クレアチン、クレアチニンおよび／あるいはこれらの誘導体および
／あるいはこれらの塩が、助剤および添加剤と一緒にあるいは助剤および添加剤なしに、
含有されるている第一成分、および残りの構成成分が含有されている第二成分が、共に、
本発明の範囲に含まれる。薬剤は、三つ以上の構成成分から成る複数成分調剤の形態で提
供することもできる。この場合構成成分の少なくとも一つにクレアチン、クレアチニンお
よび／あるいはこれらの誘導体および／あるいはこれらの塩が含有され、別の構成成分に
残りの構成要素が含有される。
【００２８】
自明のことであるが、複数成分調剤の場合に空間的に分離した状態で提供された個々の構
成成分は、薬剤を使用するに当たって、使用する直前に混合する必要がある。
本発明に基づいて使用される薬剤は、補助的に助剤および担体成分、たとえば水、低級脂
肪族アルコール、たとえばエタノール、ｎ－プロパノールおよびイソプロパノール、グリ
コールエーテルあるいはグリコール、たとえばグリセリンおよび特に１、２－プロパンジ
オールのような溶剤；脂肪族アルコールスルヘート、エトキシル化脂肪族アルコールスル
ヘート、アルキルスルホネート、アルキルベンゼンスルホネート、アルキルトリメチルア
ンモニウム塩、アルキルベタイン、エトキシル化脂肪族アルコール、エトキシル化ノニル
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フェノール、脂肪酸アルカノールアミド、エトキシル化脂肪酸エステルのようなアニオン
性、カチオン性、両性あるいは非イオン性界面活性剤に属する溶解助剤、湿潤剤ないしは
乳化剤；高級脂肪族アルコール、澱粉あるいはセルロース誘導体のような増粘剤；ＮａＣ
ｌのような塩；炭酸水素アンモニウムのような緩衝剤；チオール、ケトカルボン酸（オキ
ソカルボン酸）、特にα－ケトカルボン酸、ないしはこれらの生理学上問題のない塩、Ｕ
Ｖ－吸収剤、香料、染料、コンディショナー、毛髪膨潤剤、保存剤、ワセリン、パラフィ
ン油および脂肪酸、さらにカチオン性樹脂、ラノリン誘導体、コレステリン、パントテン
酸およびベタインのような保護剤；プロパン、ブタン、ジメチルエーテル、Ｎ２  Ｏおよ
び二酸化炭素のような噴射剤を含有することができる。
【００２９】
上に挙げた構成要素は、その目的に対して通常用いられている量において使用される。た
とえば水は０．１ないし９５重量％、湿潤剤および乳化剤は合計０．２ないし３０重量％
、アルコールは合計０．１ないし５０重量％、乳白剤、香油、保存剤および染料はそれぞ
れ０．０１ないし５重量％、緩衝剤は合計０．１ないし１０重量％、溶解助剤、安定剤、
並びにヘアコンディショニング剤ないし毛髪保護剤はそれぞれ０．１ないし５重量％使用
される。他方増粘剤および溶解助剤はこの薬剤中に合計０．５ないし２０重量％含有され
得る。
【００３０】
薬剤のｐＨ－値は２．０ないし１０．０、特に３．０ないし９．０であることが好ましい
。必要に応じて、酸、たとえば乳酸、酒石酸、クエン酸、あるいはリンゴ酸、燐酸、酢酸
、グリコール酸、サリチル酸、グルタチオン、あるいはグルコン酸ラクトンのようなα－
ヒドロキシカルボン酸を添加することによって、あるいはアンモニア、アルカノールアミ
ン、アルキルアミン、水酸化アルカリ、水酸化アンモニウム、炭酸アルカリ、炭酸アンモ
ニウムあるいは燐酸アルカリのようなアルカリ化剤を添加することによって、所望のｐＨ
－値に調整することができる。
【００３１】
ケラチン繊維の処理において薬剤は（たとえば毛髪中に）残留させても、あるいは適用後
洗い流してもよい。後者の場合、薬剤の作用時間は温度に応じて（約２０ないし６０℃、
好ましくは３０ないし５０℃において）１ないし６０分間、好ましくは５ないし２０分間
である。この場合に加熱することによって再生作用（硬化、構造回復、場合によってはそ
れに伴なって体積増大）を促進することができる。すなわち加熱することが好ましい。作
用時間経過後、毛髪は水ですすぎ、必要に応じてシャンプーで洗浄する。
【００３２】
本発明において有用な薬剤の製品形態として、シャンプー、リンス、治療剤、フォーム、
強化剤、ヘアゲル、ヘアスプレー、染毛剤、調色剤、パーマネント加工剤、固定剤、平滑
剤、あるいは光輝剤が重要である。
【００３３】
薬剤は、さらに、ケラチン繊維の化学的および／あるいは物理的処理において、特に毛髪
の染色、調色、脱色あるいはパーマネント加工において前処理剤として使用することもで
きる。これによって、これらの酸化処理による毛髪の損傷を予防することができる。
【００３４】
本発明に基づいてクレアチン、クレアチニンおよび／あるいはこれらの誘導体および／あ
るいはこれらの塩を含有する薬剤を使用することによって、すでに損傷しているケラチン
繊維の構造を改善することができ、それによって引張り力が統計的に非常に意義ある程度
に増大されることが確認された。
【００３５】

毛髪の引き裂き力は、毛髪皮質の構造そのものを表す指標、すなわち損傷の程度を表す尺
度であり、この目的に対して通常採用されている引張り－伸張－試験によって求められる
。それぞれの毛髪束について２０本の毛髪を採取し、それぞれの毛髪の径を、コンピュー
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タ制御レーダーマイクロメーターを用いて、測定する。次いで引張り－伸張－測定装置（
ＭＴＴ１６０／６００シリーズ小型引張り試験器、Ｎｏ．６００．９５．０５．００１、
ダイア／ストーン社、英国）を用いて、個々の毛髪の引き裂きに要する力を測定する。
【００３６】
それぞれの値は毛髪の径の相違に基づいて相互に異なるが、これらの引き裂き力の測定値
から、いわゆる結束引張り強度（ＢＺＦ）が求められる。すなわち個々の値から、それぞ
れの毛髪径を考慮に入れて、０．０８ｍｍの毛髪径（平均直径）に対する引き裂き力を算
出する。毛髪の比重を算入することによって、最終的に結束引張り強度の単位（ｃＮ／ｔ
ｅｘ）に換算する。結束引張り強度の数値が大きい程、毛髪の損傷が小さい。
【００３７】
クレアチン含有シャンプーおよびクレアチン非含有シャンプーを用いて処理した毛髪に対
して測定を行い、次ぎの結果を得た。
（ブロンド色に染色された）損傷毛髪を、実施例２に記載の、ただしクレアチンを含まな
い（クレアチンに対する分量は水で補充）シャンプーで処理した：
ＢＺＦ＝１４．８＋／－０．４ｃＮ／ｔｅｘ（シャンプー処理した毛髪束の内の１７本の
毛髪について解析）
（ブロンド色に染色された）損傷毛髪を、実施例２に記載の、クレアチンを１重量％含有
するシャンプーで処理した：
ＢＺＦ＝１５．５＋／－０．４ｃＮ／ｔｅｘ（シャンプー処理した毛髪束の内の１９本の
毛髪について解析）
上に示した平均値間の相違は統計学上大きな意義がある（ｔ－試験によって求めた重要度
－Ｓｉｇｎｉｆｉｋａｎｚｎｉｖｅａｕ－  ：９９．９％）。
【００３８】
クレアチンが１重量％含有されることによって結束引張り強度が１４．８ｃＮ／ｔｅｘか
ら１５．５ｃＮ／ｔｅｘに上昇する。これは４．７％の増大に相当する。すなわちクレア
チンの添加によって、毛髪は明らかに強化ないしは再生され得る。
【００３９】

毛髪の梳かしやすさ（梳毛性）も、同様に、毛髪の質を表す重要な指標である。特定の理
容処理（脱色、染色、パーマネントウエーブ加工）や、外気との接触、頻繁な梳毛および
ブラッシングなどの種々の外的作用によって毛髪の梳かしやすさは低下する。これはキュ
ーティクルの損傷によるものである。
【００４０】
梳毛性を計測技術において把握する一般的な方法は、原理的に、正確に限定された条件下
において毛髪束を櫛で梳かすのに必要な力（梳毛力）を測定することである。
【００４１】
これに対して、自社の研究範囲において、自動装置を使用した。この場合機械的捕捉腕に
よって試験すべき毛髪束が支持台から誘導され、梳毛力計測器の留め金に掛けられる。次
いで毛髪束は次々に自動的に一定の速度で梳かされ、それぞれの梳毛行程に対して梳毛距
離（毛髪束の長さ）の関数として梳毛力Ｎ（ニュートン）が記録される。最終的に梳毛力
の値は梳毛距離に関する梳毛力の平均値によって指示される。梳毛力が小さい程、毛髪の
梳毛性が優れている（毛髪は梳かしやすい）。
【００４２】
クレアチンを含有するシャンプーおよびクレアチンを含有しないシャンプーで処理した毛
髪に対して測定を行い、次ぎの結果を得た。
（ブロンド色に染色した）損傷毛髪を実施例２に記載の、ただしクレアチンを含まない（
クレアチンに対する分量は水で補充）シャンプーで処理した。梳毛力は１．４３＋／－０
．０５Ｎであった（シャンプーで処理した３束の毛髪束に対して測定、その平均値）。
（ブロンド色に染色した）損傷毛髪を、実施例２に記載のクレアチンを１重量％含有する
シャンプーで処理した。梳毛力は１．２１＋／－０．０８Ｎであった（シャンプーで処理
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した３束の毛髪束に対して測定、その平均値）。
上に示した平均値の間の相違は統計学上重要である（ｔ－試験によって求めた重要度：９
７．５％）。
クレアチンが１重量％含有されることによって梳毛力は１．２１Ｎから１．４３Ｎに、す
なわち１５．３％低下する。すなわちクレアチンの添加によって、毛髪の湿潤時の梳毛性
は明らかに改善される。
この明細書において記載のパーセント数は、特に指示のない限り、すべて、それぞれの組
成物の全重量に関する重量パーセント数である。
【００４３】
次ぎに実施例に基づいて本発明の対象をさらに詳しく説明する。
実施例１：ヘアスプレー
酢酸ビニル／クロトン酸－共重合体　　　　　　　　　　　　２．００重量％
２－アミノ－２－メチル－１－プロパノール　　　　　　　　０．１６重量％
エタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３７．８４重量％
クレアチン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．５０重量％
香油　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１０重量％
プロパン／ブタンを添加して　　　　　　　　　　　　　１００．００重量％
【００４４】
実施例２：ヘアシャンプー
ナトリウムラウリルエーテルスルヘート（２５％水溶液）　　４０．０重量％
ＮａＣｌ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４．０重量％
クレアチン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．０重量％
水を添加して　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００．００重量％
【００４５】
実施例３：ヘアシャンプー
ナトリウムラウリルエーテルスルヘート（２５％水溶液）　　３５．０重量％
ＮａＣｌ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３．０重量％
トリエタノールアミン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４．０重量％
１、２－ジブロム－２、４－ジシアノブタミン－２－
フェノキシエタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１重量％
香油　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１重量％
クレアチン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２．０重量％
水を添加して　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００．００重量％
【００４６】
実施例４：毛髪治療剤
グリセリンモノステアレート　　　　　　　　　　　　　　　　６．０重量％
ラノリンアルコキシレート　　　　　　　　　　　　　　　　　２．０重量％
セチルアルコール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２．０重量％
ラノリンアルコールとパラフィン油の混合物　　　　　　　　　１．０重量％
トリス－（オリゴオキシエチル）－アルキル－アンモニウム
ホスヘート　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．５重量％
ヒドロキシエチルセルロース　　　　　　　　　　　　　　　２０．０重量％
クエン酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１重量％
ソルビン酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１重量％
香油　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１重量％
クレアチン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．５重量％
水を添加して　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００．００重量％
【００４７】
実施例５：　泡状コンディショナー
ＰＶＰ／ビニルイミダゾリウムメトクロライド－共重合物　　５．００重量％
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ＰＶＰ／ＰＶＡ－共重合物　　　　　　　　　　　　　　　　１．００重量％
ポリオキシエチレン－１２－セチルステアリルアルコール　　０．１５重量％
香油　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１０重量％
クレアチン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．００重量％
プロパン／ブタン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０．００重量％
水を添加して　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００．００重量％
【００４８】
実施例６：光輝剤
カンデリラワックス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８０．０重量％
パラフィン油　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１４．８重量％
ミリスチン酸イソプロピル　　　　　　　　　　　　　　　　　４．６重量％
香油　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．５重量％
クレアチン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
１００．０重量％
【００４９】
実施例７：パーマネントウエーブ加工剤
チオグリコール酸（８０％水溶液）　　　　　　　　　　　　　９．５重量％
アンモニア（２５％水溶液）　　　　　　　　　　　　　　　　１．６重量％
炭酸アンモニウム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４．５重量％
クレアチン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２．０重量％
香油　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２重量％
水を添加して　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００．００重量％
【００５０】
実施例８：パーマネントウエーブ固定剤
過酸化水素　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４．６重量％
クエン酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２重量％
クレアチン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３．０重量％
香油　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１重量％
水を添加して　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００．０重量％
【００５１】
実施例９：クリーム状酸化染毛剤
ステアリルアルコール　　　　　　　　　　　　　　　　　　８．００重量％
パラフィン油　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３．００重量％
羊毛蝋　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６．００重量％
香料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．３０重量％
ｐ－トルイレンジアミン　　　　　　　　　　　　　　　　　０．７０重量％
レゾルシン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０５重量％
アミノフェノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０６重量％
エチレンジアミンテトラアセテート（ＥＤＴＡ）　　　　　　０．２０重量％
アンモニア（２５％水溶液）　　　　　　　　　　　　　　　２．００重量％
亜硫酸ナトリウム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．００重量％
クレアチン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．００重量％
水を添加して　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００．００重量％
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